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毎月一回各家庭に配布

一　一　　．‥一　一一‾．ヽ

1日1円最高50万円の見舞金

交通災害共済に、今すぐ

加入しましょう。

発行所　福岡県遠賀郡水巻町役場　発行人　伊藤衛門　締集人　企画管理室調査資料係　印刷所　冷牢田印刷合資会社　電話（代表）⑳0536

〕水道画金改正案可決！
ＩｌｌｌＨＨｌｌ．日日ｌＨ＝柚Ｉｌ‖ｍｉＨ‥

九
月
分
よ
り
新
料
金
で

基
　
本
　
料
　
金
　
十
が
　
三
百
九
十
円

超
　
過
　
料
　
金
　
一
が
　
　
　
　
五
十
円

水
巻
町
の
水
道
重
計
は
、
皆
さ
ん
既
に
ど
存
知
の
と
お
り
、
浄
水
を
中
間
市
及
び
北
九
州
市
よ
り
商
い
料
金
で
購

入
し
て
給
水
を
行
な
っ
・
て
お
り
ま
す
。
中
間
よ
り
購
入
の
単
価
は
他
市
町
村
に
比
べ
非
常
に
高
く
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
事

情
の
中
で
経
営
轟
け
て
ゆ
け
ば
赤
字
は
増
大
す
る
ば
か
り
で
、
昭
和
四
十
五
年
度
末
に
は
、
三
千
二
蔓
宇
一
万
円
の

赤
字
を
抱
え
、
今
後
日
庚
閉
山
に
伴
い
全
町
に
給
水
す
れ
ば
そ
の
赤
字
額
は
益
々
増
大
し
、
昭
和
五
十
年
度
に
は
二
億
五

千
万
円
に
達
す
る
見
込
で
あ
り
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
料
金
改
正
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

Ｉｌ回目神目神州ＨＩ日用】間ｌ

一般家庭用新料金表

使用料

〝ヂ
1 0

料　 金 使用料 料　 金

ｌｌｊ
790

円
390

が
1 8

1 1 440 1 9 1 840

1 2 490 ．2　0 89 0

1 3 54 0 2 1 94 0

1 4 59 0
ｌ

2°2 99 0

1 5 6 40 2 3 1，04 0

1 6 690 2　4 1，090

1．7 740 1　 2 5

ｌ

1，140

但し別にメーター使用料が加算されます。

一般家庭用13％の場合30円。

ふ鱒

議
決
ま

で
の
経

過現
在
ま
で
の

料
金
（
基
本
料

金
十
些
二
百
十

円
）
は
、
昭
和

三
十
九
年
十
二

月
よ
り
実
施
さ

れ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
の
当
時
は

給
水
戸
数
二
千

二
亘
辛
埋
Ｐ

一
万
一
千
七
亘
二
人
で
、
赤
字
は
す
べ

て
一
般
会
計
の
補
助
で
運
営
し
て
き
ま

し
た
が
、
皆
さ
ん
も
既
に
ご
存
知
の
と

お
り
、
水
巻
町
の
水
道
事
業
は
水
を
多

く
使
え
ば
使
う
ほ
ど
赤
字
が
増
え
、
そ

の
後
給
水
戸
数
、
人
口
共
に
増
加
し
、

四
十
五
年
度
に
は
四
千
三
百
八
十
戸
一

万
七
千
四
亘
二
十
八
人
と
な
り
、
昭
和

四
十
三
年
度
よ
り
一
般
会
計
の
補
助
金

一
千
万
円
で
は
到
底
賄
え
ず
、
毎
璧
ハ

百
万
円
軽
度
の
赤
字
を
出
し
、
加
え
て

昭
和
四
十
四
年
十
一
月
よ
り
中
間
市
が

贋
水
頭
一
塑
羊
五
日
を
二
十
四
円
に

値
上
げ
し
た
た
め
、
当
町
の
水
道
事
業

会
計
は
纏
営
困
難
に
陥
ち
入
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

董
去

今
回
仙
上
げ
案
と
し
ま
し

耳
十
が
四

百
五
十
円
、
超
過
料
金
一
が

九
月
議
会
に
提
案
し
、
九
月
ニ

日
次

の
と
お
り
修
正
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
上

げ
巾
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
ま
す
よ
う

に
、
原
水
費
の
値
下
げ
、
中
間
市
よ
り

や
す
い
北
九
州
市
の
水
を
大
巾
導
入
と

種
々
検
討
の
上
基
本
料
金
十
が
三
百
九

十
円
、
超
過
料
金
這
五
十
円
に
稀
会

で
修
正
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

町
財
政
と
の
関
係

こ
の
改
止
料
金
は
、
県
内
で
八
番
目

で
あ
り
、
大
牟
田
市
、
直
方
市
と
同
じ

基
本
料
金
で
あ
り
ま
す
。

毎
日
の
生
活
に
欠
く
事
の
で
き
な
い

水
の
問
題
で
す
の
で
、
町
と
し
て
も
一

般
会
計
を
含
め
、
町
財
政
全
般
よ
り
出

来
得
る
限
り
の
財
源
捻
出
に
努
め
ま
し

た
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
と
ま
で
い
わ

れ
る
石
炭
産
業
斜
陽
化
を
直
接
受
け
て

い
る
当
町
と
し
て
は
、
年
間
水
道
会
計

に
補
助
で
き
る
金
額
は
千
五
百
万
円
が

現
状
で
は
限
度
と
考
え
ら
れ
ま
す
ご
」

の
よ
う
な
状
態
の
中
で
水
道
事
葦
続

け
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
先
ず
経
理
節
減

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
中
間
市
よ
り
〓
…
三
十
四
円
で
購
入

し
て
い
る
原
水
単
価
を
中
間
市
と
脇

議
の
う
え
三
十
円
に
値
下
げ
す
る
。

○
北
九
州
市
の
一
些
事
五
円
の
水
を

で
き
得
る
限
り
多
く
導
入
し
全
体
単

価
の
引
下
げ
に
努
力
し
て
い
ま
す

が
、
今
年
度
は
、
配
水
管
経
路
の
関

係
で
多
く
導
入
で
き
ま
せ
ん
が
、
閉

山
水
道
と
し
て
、
南
中
よ
り
頓
末
ま

で
管
を
延
長
し
た
後
は
、
大
体
北
九

州
帝
国
、
中
間
市
一
の
割
合
で
原
水

を
導
入
す
る
よ
う
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

○
そ
の
他
の
諸
経
費
は
給
水
戸
数
四
千

五
百
に
対
し
、
四
十
五
年
度
ま
で
の

実
績
と
し
て
最
少
眼
の
必
要
経
費
と

患
わ
れ
ま
す
の
で
、
今
後
も
こ
の
方

針
を
守
り
住
民
負
担
の
減
少
に
努
め

る
つ
も
り
で
す
。

今
麹
錘
見
通
し

一
般
会
計
よ
り
年

閂
の

補
助
を
行
な
い
新
料
金
で

て
い
く
と
収
益
的
勘
定
で
は
大
体
採
算

が
と
れ
ま
す
が
、
今
年
度
末
ま
で
の
赤

字
、
約
三
百
二
十
万
円
は
将
来
と
も
確

り
、
そ
の
解
消
に
は
こ
こ
十
年
を
要
す

る
見
込
み
で
あ
り
ま
す
。

次
に
資
本
的
勘
定
、
こ
れ
は
水
道
事

業
の
財
産
（
給
配
水
管
か
ら
メ
ー
タ
ー

ま
で
の
資
産
）
取
得
の
経
費
並
び
に
長

期
借
入
金
の
返
済
元
金
勘
定
で
す
。

こ
の
会
計
の
必
要
経
費
は
大
体
収
益

的
勘
定
の
益
金
で
賄
う
建
前
で
す
が
、

当
町
の
収
益
的
勘
定
で
は
利
益
剰
余
金

が
な
く
、
こ
の
勘
定
は
す
べ
て
赤
字
と

な
り
ま
す
。

そ
の
額
は
四
十
五
年
度
末
千
四
百
五

十
三
万
円
、
四
十
六
年
度
千
二
百
五
十

九
万
円
、
四
十
七
年
度
八
百
四
十
七
万

円
、
以
後
毎
年
九
百
万
円
前
後
の
赤
字

で
あ
り
ま
す
。
．

以
上
の
よ
う
に
新
料
金
に
し
て
も
水

道
事
業
会
計
全
般
で
は
依
然
と
し
て
毎

年
一
千
万
円
近
く
の
赤
字
が
ふ
え
て
ゆ

き
ま
す
。
加
え
て
受
水
先
で
あ
る
中
間

市
、
北
九
州
市
が
今
の
原
毒
を
値
上

げ
す
れ
ば
赤
字
額
は
増
大
し
ま
す
。

広
域
水
道
の
検
討

水
利
権
を
も
た
ず
、
す
べ
て
を
受
水

で
水
道
事
業
を
続
け
る
事
は
、
公
営
企

其
法
で
い
う
独
立
採
算
は
望
め
ず
、
赤

字
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
実
際
に
は
そ
の
赤
字
は
水
巻
町

の
赤
字
と
な
り
水
巻
町
財
政
に
大
き
な

支
障
と
な
る
革
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
将
来
計
画
と
し
て
は
水
巻
町

独
自
で
水
道
事
業
を
行
な
う
の
で
は
な

く
周
辺
市
町
村
で
一
括
水
道
事
業
を
行

な
う
広
域
水
道
が
望
ま
し
く
、
当
町
と
．

し
て
は
、
中
間
市
又
は
北
九
州
市
の
給

水
区
域
内
に
入
り
、
隣
接
市
町
村
と
同

じ
料
金
で
水
の
使
用
が
で
き
る
よ
う
強

力
に
働
き
か
け
を
行
な
う
所
存
で
あ
り

ま
す
。以

上
の
と
お
り
、
公
共
料
金
で
あ
る

水
道
料
金
の
値
上
げ
に
踏
切
る
ま
で
に

は
で
き
る
だ
け
の
努
力
は
し
て
き
ま
し

た
が
一
般
会
計
も
財
源
的
に
苦
し
く
、

公
共
投
資
の
要
望
は
大
き
く
、
例
え
ば

足
下
道
路
舗
装
一
つ
に
し
て
も
、
町
内

各
所
よ
り
多
数
要
望
か
あ
り
、
水
道
料

金
値
上
げ
抑
制
の
た
め
に
例
え
ば
二
千

万
円
を
補
助
し
た
場
合
、
一
万
五
千
三

百
八
十
四
空
六
椚
道
路
で
二
千
五
百

六
十
四
例
の
舗
装
を
中
止
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
国
の
補
助
金
で
や
る
産
炭
地

開
発
就
労
事
業
で
行
な
う
と
、
四
万
六

千
百
五
十
三
が
、
六
桝
遭
路
で
七
重
ハ

百
九
十
二
鯛
の
舗
装
を
中
止
し
な
け

れ
ば
ら
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
水
巻
町
の
定
め
ら
れ
た

財
源
内
で
、
水
道
料
金
の
値
上
げ
も
抑

え
た
い
し
、
舗
装
な
ど
の
公
共
事
業
も

行
な
い
た
い
と
い
う
両
面
を
考
慮
の
末

今
回
の
値
上
げ
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

今
後
も
引
続
き
少
し
で
も
安
い
水
道

料
と
い
う
事
で
努
力
い
た
す
所
存
で
あ

り
ま
す
。
一

英

霊

よ

安

ら

か

に

四
十
六
年
度
合
同
煎
「
霊
〓
祭

去
る
十
月
六
日
水
巻
町
町
民
会
館
に

お
い
て
、
昭
和
四
十
六
年
度
戦
没
者
合

同
慰
霊
祭
が
水
巻
町
と
水
巻
町
遺
族
会

の
共
催
で
お
ご
そ
か
に
催
さ
れ
ま
し

た
。戦

没
者
の
英
霊
に
対
し
二
度
と
こ
の

よ
う
な
戦
争
が
起
ら
な
い
よ
う
に
と
列

席
者
一
同
霊
前
に
誓
い
ま
し
た
。

つ
づ
い
て
、
祭
主
祭
文
で
町
長
は

「
戦
没
者
の
尊
い
犠
牲
に
支
え
ら
れ
て

今
日
も
平
安
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
私

達
の
至
命
は
、
戦
没
者
を
追
憶
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
只
生
き
て
い
る

と
い
う
な
ん
で
も
な
い
事
実
が
い
か
に

厳
粛
で
す
ば
ら
し
い
事
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

か
み
し
め
る
こ
と
だ
と
患
い

ま
す
」
と
追
悼
の
こ
と
ば
を

読
み
上
げ
ま
し
た
。
遺
族
席

で
は
故
人
を
思
い
起
こ
し
ハ

ン
カ
チ
で
目
頭
を
お
さ
え
て

い
る
方
も
見
え
ま
し
た
。

式
典
後
、
余
興
に
入
り
伊

佐
座
、
吉
田
地
区
の
老
人

会
、
婦
人
会
の
方
々
に
よ

る
演
芸
も
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
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7
0
才
以
上
国
民
掛
避
保
険

加
入
者
対
象
に
実
施

▲　・＝呈　　′

老　蓮矩　医　療　費　無　料　己　＝

永
い
間
、
社

会
の
た
め
に
尽

く
し
て
こ
ら
れ

た
老
人
の
方
の

福
祉
対
策
が
、

大
き
な
問
題
と

な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
ほ

ど
、
こ
の
対
策

の
一
貫
と
し

て
、
老
人
医
療

費
の
助
成
に
関

す
る
条
例
が
九

月
議
会
に
提
案

さ
れ
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

七
〇
歳
以
上

の
老
人
は
、
す

べ
て
無
料
で
お

医
者
さ
ん
に
か

1
れ
る
よ
う
論

議
さ
れ
ま
し
た

が
、
社
会
保
険

等
に
つ
い
て

は
、
医
療
保
険

制
度
の
抜
本
改

正
問
題
と
関
係

が
あ
り
ま
す
の

で
、
今
回
は
、

国
民
健
康
保
険

加
入
者
を
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
。
将

来
は
、
社
会
保
険
加
入
者
の
老
人
に
も

適
用
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
。

十
月
一
日
か
ら
は
、
次
の
資
格
に
該

当
さ
れ
る
お
年
寄
の
方
は
、
無
料
で
、

お
医
者
さ
ん
に
か
か
れ
ま
す
。

※
対
象
資
格

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者

⑧
七
〇
歳
以
上
の
者

⑧
引
き
椀
窒
ニ
ケ
月
以
上
水
巻
町
内

に
住
所
を
有
す
る
人

以
上
の
資
格
に
該
当
さ
れ
る
方
へ
は

「
老
人
医
療
対
象
者
登
録
通
知
書
」
を

発
行
い
た
し
ま
す
。

お
医
者
さ
ん
へ
か
か
ら
れ
る
時
は
、

こ
の
登
録
通
知
書
と
「
国
民
健
康
保
険

の
保
険
証
」
を
、
お
医
者
さ
ん
の
窓
口

に
提
示
し
て
か
か
っ
て
下
さ
い
。

な
お
外
来
患
者
、
入
院
患
者
と
も
無

料
で
か
か
ら
れ
ま
す
が
、
入
院
の
場

合
、
入
院
一
日
に
つ
き
二
〇
〇
円
の
食

費
だ
け
は
自
己
負
担
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。

※
住
所
等
変
更
は
早
め
に

住
所
、
世
帯
主
の
氏
名
、
国
民
健
康

保
険
保
険
証
の
番
号
、
資
格
喪
失
な
ど

の
変
更
か
あ
り
ま
し
た
ら
役
場
の
厚
生

課
福
祉
係
へ
早
め
に
お
届
け
下
さ
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
不
明
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
役
場
厚
生
課
福
祉
係

へ
問
い
合
せ
下
さ
い
。

（
六
九
⊥
Ｕ
六
三
一
）

水
巻
町
一
般
職

職
員
採
用
試
験

こ
の
試
験
は
地
方
公
務
良
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
六
一
号
）
第
十
八

粂
鰐
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
巻
町
職
艮

採
用
試
験
で
す
。

一
、
採
用
予
定
人
員

一
般
事
務
職
艮
　
男
女
各
若
干
名

二
、
受
験
資
格

川
男
女
と
も
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

∽
年
令
は
男
女
と
も
昭
和
二
十
二
年

四
月
二
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
四

月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

㈹
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

受
験
で
き
ま
せ
ん
。

ア
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い

者
。

ィ
、
禁
治
産
者
お
よ
び
準
楽
治
産

者
。

ウ
、
楽
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
ま

た
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
。

工
、
日
本
国
患
法
施
行
の
日
以
降

に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
ま
た

は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を

暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
緯

成
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し

Ｙ

た者。

第
↓
次
試
験

老人医療対象者登録通知書

翌　　 線　　 番　　 増 第　　　 ノ　 号

対　 象　 者　 氏　 名 止、 田 丸 郎

生　年　月　日　年　令 豊錘 昨 月／ 日〝 才

対　 象　 者　 住　 所
苗 軍 区 （ －‾ ）

被爆険者証の記号番号 水巻国保　　 ／ 号

登 ・録　 年　 月　 日
】輌 〆 年／0 月 ／ 口

助 成 金 の 婚 姻 タ錘 ／相 分の診如 さ‾ら

．老人医療助成の対象者として上記のとおり決定し
ましたので水巻町条例第6条2項の規定により通

知します

昭和 ダ／ 年／ク 月 ／ 日

ふ 甘 外 部 殿

水巻町長 伊 藤 衛 門 圏

川
方
法

ア
、
教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
教

養
お
よ
び
知
識
に
つ
い
て
、
択

一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
高
等

学
校
卒
業
程
度
で
行
な
い
ま

す
。

ィ
、
作
文
試
験

主
と
し
て
文
章
に
よ
る
表
現
力

に
つ
い
て
拭
験
し
ま
す
。

用
日
時
、
場
所

ア
、
日
時
　
昭
和
四
十
六
年
十
一

月
七
日
九
時
三
十
分
～
十
二
時

三
十
分
　
　
教
養
試
験

十
三
時
三
十
分
～
十
五
時
三
十

分
　
　
　
作
文
試
験

（
受
付
は
九
時
か
ら
行
な
い
ま

す
）

ィ
、
場
所
遠
賀
信
用
金
庫
三
階

会
議
室

四
、
第
二
次
試
験

川
方
法

ア
、
口
述
試
験

主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
、
個

別
面
接
に
よ
る
拭
験
を
行
な
い

ま
す
。

ィ
、
日
時
お
よ
び
場
所

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
中
旬
に

水
巻
町
役
場
で
行
な
い
ま
す
が

具
体
的
な
日
時
、
場
所
は
第
一

次
合
格
通
知
の
際
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

瓦
、
受
験
手
続
き
お
よ
び
受
付
期
間

川
申
込
先

水
巻
町
役
拗
企
画
管
理
室
人
事
担

当
。

∽
受
付
期
間

昭
和
四
十
六
年
十
月
十
二
日
（
火

）
～
昭
和
四
土
産
十
月
二
十
五

円
（
月
）
、
（
平
日
は
八
時
三
十

分
か
ら
十
七
時
ま
で
、
土
曜
口
は

十
二
時
ま
で
）
。
郵
送
に
よ
る
場

合
は
十
月
二
十
三
日
ま
で
の
消
印

が
あ
る
も
の
に
限
り
受
付
け
ま

す
。

六
、
こ
の
試
験
の
問
合
わ
せ
は
水
巻
町

役
場
企
画
管
理
室
人
事
担
当
（
Ｔ
Ｅ

Ｌ
六
九
－
〇
六
三
こ
で
お
答
え
し

ま
す
。

必推搬彼破戒玖脱税徴孤徽顔顔形瑚杉功物規協冴㍑次㍑新郷彪破戒彿搬被脱税衡均紡拐顔形杉物物拗扮冴冴㍑羅雅雄耕必搬搬彼彼被れ鵜杉

色
々
の
趣
向
で
楽
し
い
仮
装
行
列

〔
第
一
保
育
園
）

≡
ｌ
三
三
ｌ
≡
三
三
≡
≡
－
1
一
≡
∋
ｌ
≡
三
≡
ｌ
ｎ

秋
は
、
運
動
会

の
シ
ー
ズ
ン
で

◆

九
月
十
九
日
水
巻
中
学
校
体
育
館
に
於
て
開
か
れ

た
第
一
保
育
薗
の
運
動
会
で
す
。

王
．
…
－
三
．
1
■
三
ｌ
…
－
－
－
1
…
．
一
三
．
．
1
－
－
．
…
三
．
ｔ
ｌ
ｌ
ｔ
三
三
－
ｉ
ｌ
：
．
三
…
■
■
■
ｔ

変
な
テ
ル
テ
ル
・
ミ
テ
ル
で
す
ね
。

（
十
月
五
日
秋
晴
れ
の
申
、
元
気
に
催
さ
れ
た
南
中

●
　
学
校
運
動
会
）

運動会の秋
－＿、＿－一・・・・一・．・－　‾‾－－＿＿　Ｊ．ｔｔｈ　．ｒ‘‾・‾‾‾－－＿Ｊｔｈ－．一一一一－．1‾▼・．‾・－

す
。
本
町
で
も
、

保
育
所
の
運
動
会

を
か
わ
き
り
に
南

中
学
校
、
頃
末
小

学
校
、
下
二
小
学

校
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。澄

み
渡
る
秋
空

の
中
、
力
強
い
競

技
が
繰
り
広
げ
ら

れ
、
親
子
共
ほ
ん

と
う
に
楽
し
そ
う

で
し
た
。

◆
　
　
未
来
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
。

（
十
月
五
日
開
催
さ
れ
た
頃
未
小
学
校
運
動
会
で
み
ご
と

な
演
技
を
披
摩
す
る
豆
選
手
た
ち
。
）

ｔ
－
三
．
…
．
．
．
1
王
．
壬
…
ｌ
ｌ
ｔ
…
三
富
■
ｌ
三
一
…
三
1
－
．
呈
互
．
－
－
一
ｌ
ｌ
三
三
一
．
．
．
■
ｔ
ｔ

望
三
≡
三
三
三
≡
－
Ｉ
Ｉ
≡
三
一
三
三
等
三
車
＝
．
三
ｌ
≡
≒
－
三
－
三
≒
ヱ
静

お
母
さ
ん
方
の
楽
し
い
フ
ォ
ー
ク

転＿＿


